
現在、【みやぎ結婚支援センター「みや💛マリ！」】では、２０歳代の
登録料半額キャンペーンを実施しております。

令和４年度石巻市みやぎ結婚支援センター利用促進補助金

２０歳代登録料
補助キャンペーン

【みや💛マリ！】 ⇒

ホームページ【問い合わせ・申請先】
石巻市復興企画部地域振興課 地域交流係
〒986-8501 石巻市穀町１４－１ 市庁舎４階
TEL:0225-95-1111（内線４２４６）

登録料[２年間有効] 通常１１，０００円 ⇒ 半額５，５００円
対象者：２０歳代の男女（実施期間中に誕生日を迎え30歳になる方も対象）

期 間：令和４年１１月１４日 から 令和５年２月２８日 まで

半額となった登録料５，５００円を
全額 補助します♡

石巻市在住者
！限定！

・ ・

対 象 者：①石巻市内に住所を有する２０歳代の独身の方
②令和４年１１月１４日 から 令和５年２月２８日 までに
「みやマリ！」へ登録した方

③市税等に滞納のない方
申請方法：指定の申請用紙に記入のうえ、必要書類を添えて、下記担当課へ持参

または郵送にてご提出願います。

※２０歳代以外の登録者については、通常登録料の半額を補助しておりますので、
お問い合わせ・申請願います。


